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2月28日から３月７日まで交通死亡事故多発警報が
発令されていましたが、期間中更に３件３人の交通死亡
事故が発生し、同種事故の発生がおさまらない状況である
ことから、 延長する３月８日から３月14日までの７日間
こととなりました。

＜歩行者とドライバー相互の思いやりで、安全で安心な北海道の横断歩道＞

・ 確 実 な 安 全 確 認
・ ス ピ ー ド ダ ウ ン
・ 適 正 な 車 間 距 離

全道交通死亡事故
延 長多 発 警 報

警 報 期 間


